
所得段階 対象者 計算方法 年間保険料額
（増減額）

第1段階
生活保護受給者

基準額× 0.285 24,300 円
（-1,300 円）住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者

住民税非課税世帯で本人の前年合計所得金額 + 課税年金収入額が 80 万円以下

第2段階 本
人
が
住
民
税
非
課
税

同じ世帯の
全員が
住民税非課税

本人の前年合計所得金額 + 課税年金収入額が
80 万円超 120 万円以下 基準額× 0.485 41,300 円

（-1,300 円）

第3段階 本人の前年合計所得金額 + 課税年金収入額が
120 万円超 基準額× 0.685 58,400 円

（-1,200 円）

第4段階 同じ世帯の
誰かが
住民税課税

本人の前年合計所得金額 + 課税年金収入額が
80 万円以下 基準額× 0.9 76,700 円

第5段階 本人の前年合計所得金額 + 課税年金収入額が
80 万円超 基準額× 1.0 85,200 円

第6段階

本
人
が
住
民
税
課
税

本人の前年合計所得金額が 120 万円未満 基準額× 1.2 102,200 円

第7段階 本人の前年合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満 基準額× 1.3 110,800 円

第8段階 本人の前年合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満 基準額× 1.5 127,800 円

第9段階 本人の前年合計所得金額が 320 万円以上 420 万円未満 基準額× 1.7 144,800 円

第10段階 本人の前年合計所得金額が 420 万円以上 520 万円未満 基準額× 1.9 161,900 円
（+12,800 円）

第11段階 本人の前年合計所得金額が 520 万円以上 620 万円未満 基準額× 2.1 178,900 円
（+29,800 円）

第12段階 本人の前年合計所得金額が 620 万円以上 720 万円未満 基準額× 2.3 196,000 円
（+46,900 円）

第13段階 本人の前年合計所得金額が 720 万円以上 基準額× 2.4 204,500 円
（+55,400 円）

介護保険制度とは、介護を必要とする方が適切な介
護サービスを受けられるようにするもので、65 歳
以上の方（第 1 号被保険者）と 40 歳から 64 歳までの
医療保険加入者（第 2 号被保険者）が加入します。自己
負担を除くサービスの利用にかかる費用は、40 歳
以上の方が納める保険料と公費で賄われています。

介護保険制度は、事業の円滑な運営を図るため、3 年ごとに見直しています。
この度、令和 6 年度から令和 8 年度までの介護保険料が決まりました。

問い合わせ先 　介護保険課　28-6025

１ 介護保険制度とは？

第1号被保険者（65 歳以上）保険料

介護サービスの利用には介護サービスの利用には
認定を受ける必要があります認定を受ける必要があります
介護や支援が必要な状態となり、サービスの利用を希望
するときには、要介護・要支援の認定を受ける必要があ
ります。また、支援内容やサービスの利用頻度、時間な
どをまとめた利用計画（ケアプラン）の作成が必要です。

マイナンバーカードを使ったマイナンバーカードを使った
電子申請電子申請 がが便利便利ですです
要介護・要支援認定の申請や、介護サー
ビスの利用申請ができます。お手元にマ
イナンバーカードを用意し、ご利用ください。

● 要介護・要支援認定の申請（新規・更新・区分変更）
● 居宅サービス計画作成依頼の届出
● 高額介護サービス費の支給申請
● 介護保険負担限度額認定申請　など

介護サービスは
適切に利用しましょう

不適切な利用や過剰な利用は、介護サービス費や
介護保険料額の増加につながります。
介護が必要な程度や頻度など、心身の状態にあっ
たサービスを選び、適切にご利用ください。

ご利用できるサービスの情報は
こちら▶

令和6年度令和6年度からから3年間3年間のの

※第 1 段階～第 5 段階までの「前年合計所得金額」は、公的年金などに係る雑所得を除く

こんな利用をしていませんか？

状態は良くなってきたけど、
デイサービスは楽しいから続けよう

買い物をお願いしたついでに
他の家事もお願いしよう

退屈だから、暇つぶしにデイサービスに
行こうかな

令和6年度令和6年度から 65 歳以上65 歳以上の方の

介護保険料介護保険料が変わります変わります

2 本市の現状
人口が減少する一方で、高齢化が進み、要介護認定
者数は年々増加しており、それに伴い、介護サービ
スにかかる費用も増加しています。制度を維持する
ため、本市の保険料は、全国平均を上回っています。

要介護認定者数要介護認定者数は
市発足時と比較して

約1.5倍

高 齢 者 の 4 人 に 1 人 が
要介護認定を受けてお
り、今後も増加するこ
とが予想されます

介護サービス費介護サービス費は
市発足時と比較して

約2倍

1 人当たりの利用額は増
加 し て い ま す。 今 後 も
サービスの高度化による
費用増加が予想されます

3 令和6年度からの保険料
令和 6 年度から、収入の少ない方の保険料の負担軽
減と、所得に応じた負担をしていただくため、国の
標準所得段階が多段階化されました。本市も、所得
段階を多段階化し、保険料を見直しました。
これにより、所得状況に変更がなくても、所得段階
の変更により保険料が変更になる場合があります。

 低所得者の負担軽減低所得者の負担軽減
多段階化により、低所得者の保険料負
担割合が軽減される一方で、高所得者
の負担が増えることになりました。

 所得段階の多段階化所得段階の多段階化
保険料は、本人や世帯の所得状
況に応じた段階で定められます。
令和 5 年度まで 10 段階だった所
得段階は、13 段階となりました。

介護サービスなどに必要な費用が増え
続ける中で、制度を維持するためのや
むを得ない見直しです。ご理解くださ
いますよう、お願いいたします。

保険料の基準額は
財政調整基金（貯金）を活用し

前期と同額の 年額 85,200 円 に据え置きます
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令和６年度分の
納付書は 7 月中旬に
郵送します
納付期限（1期分）  
  7/31（水）

詳しくは、介護保険課（28-6025）にお問
い合わせいただくか、右の二次元コードか
ら市ホームページをご覧ください。


